
Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

葉山村及び東津野村の合併後のまちづくり全般のマスタープランとなるものであり、魅力ある地域づくりと住民福祉の向上、地域の
均衡ある発展を目指すとともに新しい町としての一体性の確立を速やかに図るもの。

津野町集中改革プラン（平成１７年～平成２２年）において、１５人の削減を数値目標としている。平成１９年４月１日現在で１０
人の削減効果を出しているので、目標設定年度までに目標数値を達成させる。　【Ⅱ財政状況の分析　課題③】
・平成１８年度平均給与額≒７，９００千円（７２５，３６８千円／９２人）

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

国家公務員に準じた給与構造としている。（地域手当は、なし。）

◇　技能労務職員の給与のあり方
現在の技能労務職員数は、２人であり、うち１人は３年後に定年退職となるが補充を行わず、残り１人については、技能労務職員か
ら一般職へ切替える方針である。（平成１９年度中に決定）取組方針の公表については、来年度以降になる見込み。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方 国家公務員と同じく、退職時の特別昇給も行っていない。

◇　福利厚生事業のあり方 市町村互助会負担金の見直し：Ｈ18年度～個人給付事業を廃止

各年度において、事業量等により臨時的経費が増減するかと思われるが、平均の数値として６００百万円前後を目標とする。

現在、６箇所の公の施設について指定管理者制度を導入している。今後、指定管理者制度を導入していく施設については、その施設
の運営のあり方、特徴等について十分整理をして検討する。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

平成17年度からは、税徴収の一部を租税管理機構へ移管、また平成18年度からは、町独自で預金調査、差押えを行っていることか
ら、現状を維持する。　【Ⅱ財政状況の分析　課題②】

◇　給与及び定員管理の状況の公表 町広報誌により公表している

◇　財政情報の開示 告示、町広報誌により公表している。

任意の繰上償還及び地方債発行の抑制を行い、公債負担の健全化を図る。　【Ⅱ財政状況の分析　課題①】
（任意の繰上償還実績、計画及び効果額については、別紙参照）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目


